
経営者保証を不要とする保証の取扱いについて 

（東京信用保証協会 HP より抜粋 https://www.cgc-tokyo.or.jp/institution/guideline.html ） 

 

①保証時の取扱い 

次のア～エのいずれかに該当する法人の場合、経営者保証を不要とする保証の取扱いをすることができます。 

 

ア．金融機関連携型 

 取扱金融機関がプロパー融資について経営者保証を不要とし、担保による保全が図られていない場合であって、財務要件

（「直近決算期において債務超過でないこと」かつ「直近２期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこ

と」）を満たすほか、法人と経営者の一体性解消等を図っている（または図ろうとしている）こと。  

 

※「『金融機関との連携により経営者保証を不要とする取扱い』確認書」のご提出が必要となります。 

 

 

イ．財務要件型 

 直近決算期において特定社債保証制度（私募債）と同様の財務要件を満たしていること。 

 

  ※詳細は適債基準をご参照ください。 

  ※「財務要件型無保証人保証制度」または東京都制度融資「事業承継」の「経営者保証不要型」でのみ利用することがで

きます。 

  ※「財務要件型無保証人保証制度資格要件確認書」のご提出が必要となります。 

 

 

ウ．担保充足型 

 申込人または代表者本人等が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られること。 

 

  ※担保提供者が申込人以外の場合は、物上保証人になっていただく必要があります。 

 

 

エ．その他 

 個別の事案において、経営者保証を不要として取り扱うことが適切かつ合理的であると認められること。 

 

  （例）株式取得などにより親会社から来たサラリーマン社⾧が新代表者に就任し、旧代表者が経営から完全に撤退した上

で、親会社の連帯保証が得られる場合など。 

 

 

②期中時の取扱い 

 経営者保証が付された既往の保証付融資について、①保証時の要件ア～エのいずれかに該当する場合、新規の保証付融

資で借り換えることにより経営者保証を解除することができます。 

 なお、①保証時の要件アに該当する場合、条件変更により経営者保証を解除することもできます。 

 



  ※保証時の要件アに該当し、借換・条件変更により経営者保証を解除する場合「『金融機関との連携により経営者保証を

不要とする取扱い』確認書」の添付が必要となります。 

 

 

③事業承継時の取扱い 

 経営者の交代により事業承継する場合、経営者保証が付された既往の保証付融資について、原則として後継者（新経営

者）の保証追加は行いません。 

 

 ただし、事業承継により経営権等を有さなくなった前経営者の保証解除を希望し、既往の保証付融資に事故または延滞がな

く約定償還が見込まれる場合、条件変更により原則として後継者（新経営者）の保証を追加し、前経営者の保証を解除しま

す。 

 なお、事業承継時も②期中時の取扱いにより、後継者（新経営者）の保証を追加することなく前経営者の保証を解除する

ことができます。 

 

 

④金融機関の責務 

 経営者保証を不要とする保証付き融資が完済となるまで、中小企業者から適宜適切な財務情報等の取得に努め、原則とし

て年１回中小企業者の事業年度ごとに、決算書等財務諸表一式を当協会に提出していただきます。また、①のア．金融機関

連携型の要件により保証付融資を実行した後、プロパー融資について経営者保証を追加する場合、保証付融資においても経

営者保証を追加することについて当協会と協議する必要があります。 

 


